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ス
ル
(
彼
等
Y
優
勢
ナ
ル
政
治
拙
チ
有
ア
ノ
一
一
)
コ
iI
ノ
危
陥
ハ
明
カ
ア
ア
ル
ト
イ
7

Y
間
接
税
ノ
責
措
宅
ア
ル

コ
ト
故
彼
ノ
憂
プ
ル
危
険
ρ
遁
例
晶
ヲ
ヌ
。
却
ア
テ
彼
等
チ
免
除
λ
ル
ト
毛
(
直
接
枇
ユ
タ
キ
)
之
一
一
審
政
権
テ
奥
へ
ナ
ケ

ν
パ
真
ゴ
ル
心
配
ず
ア

ル
。
彼
毛
回
ヨ
り
金
然
最
小
活
費
免
税
】
一
反
封
ス
ル
ノ
デ
ハ
7
4
0

回
近
世
園
家
ノ
特
質
-
一
闘
聯
A

Y
小

ナ

戸

反

謝

諭

ニ

ツ

ア

戸

ガ

共

第

一

ハ

-
多
ク
ノ
図
-
一

-
7
ρ

選
奉
纏
及
共
他
ノ
諸
ノ
政
治
よ
ノ
櫨
利
リ
ガ
園
枕
ノ
支
梯
ト
イ
プ
ヨ
ト
ニ
祭
Y

/

日一、

食
氏
ァ
最
小
活
資
菟
枕
ト
イ
フ
ア
租
税
カ
-
フ
逃

ν
サ
1

F

J

ト

コ

卸

チ

彼

等

ガ

園

家

生

活

-

一

影

響

7
及

ホ

ジ

得

戸
間
以
ノ
明
角
ナ
戸
政
治
上
ノ
権
利
ア
奪
ア
コ
ト
ト
ナ
U
F

ト

イ

ヌ

ノ

デ

ア

戸

併

uv
前
-
一
モ
イ
ア
如
ク
参
政
権
フ
園

枕
ノ
納
付
-
一
田
市
内
プ
ジ
ム
戸
ノ
ガ
初
メ
ヨ
リ
蛍
ヲ
得
ナ
イ
ノ
デ
ア
戸
カ
ョ
、
原
則
上
之
ヲ
問
題
ト
ユ

Y

品
目
足
-
フ
ー
。

叉

参

政

様

ァ

園

枕

ノ

支

梯
F

一
係
一
フ
ジ
メ
ナ
イ
庭
デ

ρ
此

非

難

ρ
嘗

ラ

只

カ

ラ

、

此

反

割

論

ρ
最

小

活

費

免

税

共

毛

ノ
ニ
反
封
ス

Y

理由
J
7
ρ

ナ
ク

-
y
J
翠
ニ
参
政
権
ア
園
枕
ノ
支
擁
-
一
係
ア
ジ
ム

Y
制

度

/

下
4

一
於
ケ
戸
最
小
治
資

発
税
ニ
反
醐
剖
4
A
Y
理
由
一
7

ア
リ
ノ
、
随
フ
一
7
ρ

ム

V
Z早
ニ
参
政
権
ヲ
園
税
ノ
支
劫
-
一
係
-
フ
ジ
ム

Y
制
度
ヲ
排
斥
月
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U
F

ノ
根
操
ト
ナ
y
。

2
第
二
-
一

ρ

最
小
活
資
兎
枕
が
定
メ
ラ
ν
一
プ
、
高
キ
所
得
階
級
ノ
者
ノ
ミ
納
付
A

Y

ガ
如
キ
租
枕
三
氏

主
園
J
7
ρ

法
外
-
一
重
課
サ
U

F

Y

コ
ト
ト
ナ
戸
/
虞
ガ
ア
戸
ト
イ
ブ
ノ
J
7
ア
y
c
成
程
多
数
貧
民
/
参
政

z
y
園
ダ

円
、
斯
カ
戸
税
ヲ
過
重
-
一
一
賦
課
1

y

嫌
ρ

ア
Y
J
月
、
他
方
-
一
申
告
敦
賀
氏
ガ
参
政
V

ナ
ケ
v

j

、
貧
民
-
一
重
ク
掛
戸

所
ノ
間
接
税
ガ
温
室
一
賦
諜
セ
一
フ

y
u
F

コ
ト
ト
ナ
戸
ノ
弊
モ
ア

y
o

就
V

ヲ
滋
ム
カ
ト
イ
へ
パ
、

マ
ダ
前
者
ノ
方

ガ
マ
ジ
デ
ア

y
。
己
ム
ヲ
得
ず
U
F

鈴
ト
イ
ハ
ナ
ケ
ν
バ
ナ
一
ブ
ー
。
叉
此
非
難
ρ

畢
一
覚
旦

Y

ニ
口
氏
主
園
叉
ハ
多
数
会

民
ノ
参
政
ス

Y
園
ニ
於
ゲ

Y
非
難
デ
ア
ッ
ァ
、
ん
へ
一
ア
ノ
園
-
一
泡
ズ
戸
非
難
J
7
ナ
イ
カ
フ
、
原
則
的
/
反
鋤
論
タ

Y
資
格
ハ
ナ
イ
o

uu
租
税
ノ
根
操
ヨ

y
特
-
一
先
グ

A
租
枕
ノ
主
タ
戸
根
榛
ヨ
η''

-
第
一
ユ
ハ
租
枕
ρ

本
来
各
人
ノ
生
活
必
要
費
-
一
過
ギ
ナ
ィ
。
園
家
ト
イ
ア
モ
ノ
ハ
木
に
衣
食
住
ト
共

日
一
人
生
ニ
紋
ク
ヘ
カ
一
プ
サ
Y

モ
ノ
ヂ
ア
サ
ノ
ア
、
之
ヲ
維
持
1

y

租
稔
モ
亦
タ
必
要
訣
ク
ヘ
カ
ラ
ザ
戸
モ
ノ
デ
7

y

随
-
プ
租
枕
ρ

各
人
ノ
所
得
ヨ
リ
最
小
治
資
ヲ
引
去
リ
ノ
タ
Y

後
-
一
支
酬
明
ハ
戸
ヘ
キ
モ
ノ
デ
ρ

ナ
ク
ァ
、
慌
一
T

官
衣
食
住

ノ
費
用
i
共
一
最
小
泊
資
ノ
一
部
ヲ
構
成
月
へ
キ
屯
ノ
ア
ア
リ
、
随
内
y
y
ρ

叉
最
小
活
資
先
枕
ナ
ド
イ
フ
コ
ト
ト

ナ
Y

ヘ
キ
筈
ノ
モ
ノ
ラ
ナ
イ
ト
イ
フ
ノ
デ
ア
U
F
O
E
-
E

此
円
租
税
ノ
道
義
的
紋
様
ト
ジ
一
ア
正
営
ナ
Y

モ
ノ
ヨ
リ
出

吉市

jijt 

第

怨

七

(
知
大
強
入
O
七

最
小
出
的
資
ノ
免
枕
チ
論
ズ
(
こ
よ
百
)

• Leroy-Bealllieu， 1. c. P.447. 80) 



言命

是
小
活
資
ノ
司
地
祇
テ
論
メ
(
二
、
完

l¥. 

設

知
三
巻

(
館
大
脇
入

O
入

設
ス

Y
所
一
プ
ア
リ
、
確
カ
ニ
最
小
活
資
謂
血
税
反
釦
ノ
原
則
上
有
力
ナ

Y

一
根
採
タ

Y
ヲ
得
y
。
夫
ノ
給
付
能
力
原

則
ヨ
リ

A
Y
J
t
ノ
程
二
限
ノ
承
認
A

y

m
ト
ナ
ツ
-
一
ア
ρ

居
一
プ
旦
そ

Z

F

架
空
的
見
併
ト
イ
ブ
ノ
ハ
温
ギ
テ
居
〈

し
ゃ
ん
つ
ノ
如
ク
之
ヲ
評

γ
-
7
閥
家
-
一
関

こ
1
ん
ハ
日
グ
、
生
活
(
箇
人
/
)
需
品
買
ノ
必
誕
Y
充
タ
ザ
レ
タ
ル
後
一
一
、
初
メ
テ
図
嵐
一
一
4
H
A
1
島
求
他
(
租
税
ノ
」
斗
J

設
立
セ

γ
ム
ル
ノ
見

解

亡

今

日

ノ

圃

霊

7
5排
斥
ス
へ
ミ
ノ
ア
ア
ル
。
要
量
ニ
凡
〈
テ
ノ
モ
ノ
ノ
前
一
一
於
ケ
ル
斯
ノ
如
キ
ノ
必
要
{
筒
八
生
活
ノ
)
一
一

厩
九
ル
故
其
需
要
ρ

必
要
ゴ
ル
生
活
鴇
一
卦
ノ
一
部
デ
ア
ル
卜
、
ぼ
す
て
1
ぶ
る
亦
タ
比
二

I
ん
ノ
詞
チ
引
イ
テ
、
「
何
故
一
一
最
貧
ヲ
ル
山
氏
Y
依ヰア

回

維
持
λ

ル
所
ノ
麹
盤
チ
賀
7
ト
向
γ
グ
、
安
全
(
園
掠
ノ
興
フ
ル
所
ノ
)
ノ
病
メ
-
一
或
宅
ノ
チ
文
胡
フ
へ
カ
サ
ル
カ
」
ト
イ
フ
チ
居
ル
G

)
 

2
第
二
ρ

右
ト
同
一
趣
意
ヲ
報
償
説
的
見
解
ヨ
?
説
ク
毛
ノ
デ
ア
y
、
部
チ
最
小
活
資
ノ
菟
枕
ρ

許
λ

マ

ト
ヲ
得
ナ
ィ
。
各
人
民
円
其
田
耳
小
ナ
戸
所
得
叉
円
一
享
梁
品
-
一
ツ
イ
ア
モ
閤
家
ノ
給
付
(
保
護
)
ヲ
受
ケ
叉
ρ

閤
家
-
一

(
桂
一
一
八
)

費
用
7
卦
ケ
h
p
y

ノ
故

J

一
、
彼
ガ
所
有
γ
叉
ρ

儲
夕
立
防
ノ
モ
/
ノ
最
小
部
二
既
日
プ
一
七
、
園
家
-
一
反
謝
給
付
7
支

梯
ρ

ナ
ケ
V

バ
ナ
ラ
エ
ト
イ
フ
ノ
デ
ア

Y
O
〔
桂
一
色
併
ジ
此
租
税
ヲ
報
償
ト
見
Y
見
方
共
モ
J

ガ
木
来
探
Y

へ
キ
デ

ナ
イ
カ
一
フ
、
此
誘
明
毛
亦
探
Y

コ
ト
ヲ
得
ナ
イ
。
尤
屯
之
ヲ
愛
形

γ
-プ
報
恩
ノ
道
義
的
闘
係
ヨ
ヲ
ノ
説
明
ト
λ

レ

バ
説
明
ノ
一
方
法
ト
ナ

y
d
一
ρ

足
y
。

七
叩
L
打
づ
芝
山
μ
之
チ
引
回
〆

B)き
租号
税
/ 

従一
戸

根
捺
ヨ

リ

邸
チ
程
税
ガ
園
民
的
自
猪
ヲ
維
持
γ
刺
戟
ス
戸
方
使
ト
ナ
Y

ト
イ
ア
黙
カ
ラ

見
-7
毛
、
最
小
治
資
菟
税
ρ

一
艮
ク
ナ
ィ
。
賓
民
-
一
-
プ
モ
根
賞
者
タ
ヨ
ザ
Y

以
一
ょ
っ
軽
小
ナ
ガ
ラ
司
之
ニ
諜
枕
ス
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戸
ノ
ヲ
懇
ム
ヘ

V
ト

λ

y
ト
イ
ア
ノ

J

プ
ア

y
o
門
書
一
色
勿
論
貧
民
-
一
租
税
以
外
ノ
方
面
ヨ
リ
例
之
永
育
ヨ
リ
岡
氏
的

ノ
自
党
7
奥

y

y
コ
ト
モ
出
来
町
'
カ
、
租
税
ホ
ド
ニ
遊
切
デ
ナ
イ
。
或
ρ

最
小
治
資
兎
税
ノ
行
ρ

v

ザ
戸
税
モ
ア

W
Y

カ
ラ
、
主
(
方
-
一
ア
夫
ノ
刺
戟
ガ
行

ρ
y
y
ヤ
ク
ニ
モ
考
エ
ラ

F

Y

ガ
、
在
一
二
)
主
〈
二
品
T

U

間
接
税
デ
ア

Y

力
一
フ
到

底

此
P

一
ヨ
リ
ノ
夫
ノ
刺
戟

7
十
分
-
一
山
県

y
y
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
。
直
接
税
-
一
ア
最
小
治
資
7
菟
枕
ジ
ナ
イ
デ
世
イ
ア

康
キ
範
園
/
人
民
一
一
園
民
的
自
魔
ヲ
奥

y
y
コ
ト
ガ
遁
蛍
J
7
ア

F
。

し
え
ふ
れ
1
ハ
最
小
活
安
免
栓
ノ
理
由
t
v
テ
、
直
接
ノ
人
的
課
税
ハ
小
民
ノ
大
敬
一
一
封
γ
テ
鋭
敏
ナ
ル
刺
聡
チ
興
フ
ル
モ
ノ
デ
、
随

テ
寂
法
生
活
ノ
恒
久
ノ
醗
酵
素
ト
V

デ
働
グ
ト
イ
フ
川
、
此
ハ
恰
毛
却
テ
昆
小
時
間
資
免
税
反
釘
ノ
理
由
ト
ジ
テ
笛
し
げ
Q

(
註
=
一
ご
め
ん
ミ
ド
Iρ
凡
へ
テ
ノ
財
産
階
級
腿
テ
貧
民
指
淵
11y
、
彼
等
ノ
財
政
及
岡
家
勤
務
-
一
於
ナ
ル
利
ん
拍
子
益
共
同
甜
ノ
病
メ
二
位
意
メ

ル
ロ
ト
炉
必
要
T
、
此
事
ハ
小
ナ
ル
枕
一
ア
宅
徴
収
ザ
ル
ル
コ
一
一
ヨ
グ
テ
最
瓦
ゲ
生
メ
ル

F
イ
フ
見
方
一
ザ
劃

J

ン
テ
、
貧
民
主
別
一
一
ー
何
等
カ
ノ
税
(
邸

M
M
 

d
J

主
ト
V
テ
間
接
税
)
チ
質
フ
テ
図
録
制
度
ノ
一
員
タ
ル
念
チ
得
作

l
イ
フ
Y
、
其
P

常
チ
得
ブ
イ
。

(註=一
O
)

に
財
政
欣
入
上
ョ

3

必
要
ヲ
充
タ
ス
ニ
足
ヌ
ザ

Y

三
宝
戸
コ
ト
ト
ナ
リ
得

y
o
託
三
一
)
特
品
最
小
活
資
ガ
漸
次
引
上
ケ

4
7
y
u
F
ニ
於

7
ハ

卸
チ
最
小
治
資
ノ
宛
枕
ρ

其
レ
ダ
ケ
財
政
牧
入
額
ヲ
減
少
セ
ジ
メ
、
遂
-
一
或
川
園
家
/

一
層
此
心
配
ガ
大
イ
ト
イ

7

ノ
J
7
7
F
が
、
此
最
小
沼
貨
ガ
絵

y
ニ
一
一
両
ク
定
メ
ラ
V

ナ
イ
ナ
ラ
バ
、
大
ジ
一
プ
財
政

牧
入
ヲ
減
少
ス

Y

ヨ
ト
ト

ρ

ナ
一
プ
旦
。
証
言
又
品
開
リ
一
二
位
ク
定
メ
一
フ
レ
タ
場
合
-
一
ご
収
額
ガ
徴
欣
費

7
償
フ
-
一
足

ラ
ザ
戸
コ
ト
ニ
ナ
戸
カ
一
フ
、
定
一
一
周
〕
結
局
一
良
イ
加
減
ノ
庖
-
一
定
メ

p

y

y
ヨ
ト
ニ
ナ
ッ
ァ
、
大
ジ
ア
牧
入
ヲ
減
少
ス

y
ヨ
ト
ト

ρ

ナ
ラ
ヌ
デ
ア
ラ
?
。
叉
夫
ノ
最
小
浩
賢
ガ
漸
次
引
上
ゲ
ラ

u
k
y
-
一
ν
-
7
モ
、
此
ρ

徐
々
-
一
行
ハ

y

y

訪荷

言克

九

最
小
括
責
ノ
兎
税
チ
論
メ
(
二
、
完

節
三
巻

A
館
大
搬
入
O
九
)
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音量

最
小
活
資
ノ
丸
投
チ
論
メ
(
二
、
完

第
三
容

O 

戸
第
六
捜
入
一

C
)

説

U
 

デ
ア
一
フ
ク
シ
、
他
方
園
民
経
済
ノ
進
歩
ヲ
倖
7

コ
l
デ
モ
ア
リ
、
牧
入
上
〆
一
族
陥
ヲ
生
ズ

Y
程
ユ

ρ

ナ
U
F

マ
イ
c

デ
財
政
欣
入
ノ
黙
ヨ
り
最
小
活
資
発
税
ヲ
非
難
月

W

ノ
ρ

醤
ヲ
得
ヌ
。

(
註
=
一
一
一
)
ろ
吊
ホ
ぽ
l
リ
ゆ
1ρ
日
夕
、
或
闘
-
一
テ
最
小
活
支
ノ
免
税
Y
此
舵
/
政
調
チ
非
常
-
一
減
昨
セ
V
メ
ル
ト
イ
フ
賞
際
上
ノ
不
便
Y
アル

ω叩

m凶

}
此
非
難
ρ

筒
k

し
ゆ
み
つ
芝
、
、
、
ん
ら
1
r
、
め
ん
と
い
主
瞳
グ
ル
所
ア
ア
ル
。

(
註
=
=
=
)

こ
ん
ら
1
ご
ハ
日
夕
、
下
級
者
ノ
大
多
数
ρ
賃
金
卜
V

テ
、
最
小
活
資
ヨ
引
リ
モ
一
掛
多
グ
チ
得
作
故
、
此
最
小
活
費
チ
飴
り
一
一
高
グ
定

メ
ナ
ペ
以
上
ρ

此
非
難
ハ
活
ヲ
ナ
イ
中
ア
ア
ラ
ウ
ト
ω

し
ゅ
み
っ
さ
ハ
日
F
、
hr殺
所
得
ノ
直
接
調
枕
ハ
財
政
上
無
意
義
ナ
ル
コ
ト
チ
注
意
γ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ヲ
ヌ
、
租
税
地
額
カ
徴
収
費
チ
超

人
ナ
イ
ヤ
ウ
エ
ナ
ル
カ
ラ
d
a

(
註
三
回
)

U
V

一7
ρ

此
最
小
泊
費
菟
枕
が
資
本
及
工
業
ノ
溢
量
負
捨
、
貯
蓄
心
/
墜
迫
叉
ρ

阻
碍
メ

ほ
閣
民
経
済
上
ヨ
型

結
果
7
生
ズ
戸
ト
ジ
ア
非
難
セ
ラ
戸
七
三
一
主
)
共
ρ

小
所
得
者
7
菟
枕

v
、
中
以
上
ノ
者
ノ
ミ
課
稔
ス

Y

カ
ラ
、

中
以
上
ノ
者
が
資
本
ノ
蓄
積
ヲ
愚
也
ト
考
7

Y

コ
ト
ト
ナ

p
、
且
ツ
中
以
上
/
工
業
ノ
経
傍
7

モ
困
難
ナ
ラ

Y
ぷ

市

F

ヨ
ト
ト
ナ
Y

ト
イ
プ
ノ
デ
ア

y
d目
、
併
V
笈
際
-
一
円
此
位
ノ
事
J
7
中
以
土
ノ
者
ノ
資
本
蓄
積
ヤ
工
業
経
替
が
阻

碍
セ
一
ヌ

y
y
コ
t
ρ
Lノ
夕
、
温
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襲
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ヂ
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改
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菟
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問
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化
ア
戸
へ
キ
コ
ト
ハ
疑
ヲ
容
レ
ナ
ィ
。
唯
ダ
此
ヲ
寅

行
ノ
難
易
ト
利
弊
ノ
犬
小
ト
ニ
稽
へ
一
ア
、
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何
ナ
Y

度
7

デ
掛
酌
ス
ヘ
キ
ヤ
ヲ
決
定
ス
戸
コ
ト
ガ
肝
要
デ
ア
戸
。

之
ニ
?
キ
凡
ソ
標
準
ト
シ
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問
題
ト
ナ
Y

モ
ノ
ア
翠
グ

f
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一
々
批
評
ヲ
試
ミ
ヤ

P
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一
圏
全
瞳
-
一
闘
ス
W

毛
ノ

-
嘗
該
園
ノ
宮
ノ
程
度
或
園
ノ
富
ノ
程
度
ガ
一
一
品
ケ
レ
て
自
然
此
最
小
活
資
ガ
高
ク
定
メ
ラ
ピ
闘
賞

ナ
v

j

其
カ
低
ク
定
j

f

F

Y

コ
ト
ρ

自
然
デ
ア
戸

O
E四
己
共
謀
ρ

園
賓
ナ
レ
バ
其
ア
低
ク
定
ム

F
J
7
ナ
ケ
V

て

官量

説

最
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責
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チ
論
メ
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首荷

(
第
六
蹴
入
一
大
)

ム，、

説

最
小
目
的
資
ノ
亮
税
チ
論
メ
(
二
、
完
)

第

容

其
必
要
ト
ス

Y
牧

入

ヲ

充

F
A
コ

ト

ノ

出

来

ナ

イ

ノ

ミ

宮

閤

デ

ア

V

バ
、
其
ヲ
宜
向
グ
定
メ
ア
モ
然
山
F

必
肥
ナ
イ

ト
イ

7

2
ト
ユ
モ
存
シ
、
叉
人
民
J

方
カ
一
フ
イ
フ
テ
毛
、
富
園
ナ
v

j

、

賛

幽
J

プ
ρ

可
ナ
リ
高
イ
ト
思
ハ
戸
空
母

ノ
デ
毛
格
別
高
イ
ト
恩
ハ
ヌ
ト
イ
ア
事
-
一
三
仔
月
七

(
註
四
=
一
)
之
-
一
ツ
キ
へ
つ
げ
る
ハ
日
グ
、
最
小
活
費
ノ
大
サ
ノ
異
ル
ノ
山
富
ノ
程
度
一
一
回
ル
ト
、
1

ふ
た
つ
り
モ
亦
日
グ
、
-
圃
民
ノ
経
済
上
ノ
強

連
ず
小
ナ
レ
パ
、
此
限
界
ず
低
グ
、
此
讃
誰
Y
大
」
ノ
レ
パ
比
y
高
マ
ル
A

V

ト
、
ー
而
ジ
テ
濁
逸
デ
円
此
鈷
ヨ
リ
イ
A

パ
一
位
ニ
最
小
活
質
ノ
高

サ
ず
割
令
一
一
低
キ
v

一夫

yr居
ル
。
ふ
い
す
ち
ん
f
p
円
グ
、
間
亀
一

-u於ケ
ル
現
在
ノ
九
百
馬
克
ハ
徐
，
ニ
低
キ
ニ
温
F
ル
ト
1

但

v
濁
逸
デ
宅

一
入
入
三
年
ノ
普
魯
西
政
府
案
一
一
円
千
二
百
馬
克
}
ア
ヲ
タ
。
1

2
嘗

該

園

ノ

圏

ノ

大

す

質

際

大

圏

ρ

概
γ
ア
最
小
活
資
ガ
高
ク
ナ
リ
、
小
園
J
7
ρ

低
ク
定
メ
ラ

y
y
傾

J
H
7
Y
。
話
回
目
是

v
大

圏
J

ア
ハ
之

Z
ロ
向
ク
ジ
ア
モ
、
備
能
ク
必
要
ナ
戸
牧
入
ヲ
充
タ
ス

J

一
足

y
ノ
ニ
、
小
圏
一
ア
ρ

之

ヲ

低
F
λ
F
J
J
プ
ナ
ケ

V
J川
、
必
要
ヲ
充
μ
F
Z
-
足
-
フ
ず

Y
ガ

魚
j
J
プ
ア

y
。

(
註
四
回
二
つ
け
ゐ
ρ

日
グ
、
最
小
活
資
ノ
大
サ
ノ
異
ル
所
以
三
国
ノ
大
サ
ニ
ア
ル
。

U

3
賞
該
園
ノ
麗
史
的
事
情

(
 

例
之
其
園
ノ
憲
法
政
治
ノ
娘
況
ノ
如
キ
毛
ノ
エ
ヨ
ヌ

7
2南
小
活
資
ノ
大
サ

ガ
呉

UF
コ
ト
ト
ナ

Y

へ
キ
デ
ア

Y

0

5
四
吾
郎
チ
憲
法
政
治
ガ
泉
三
真
ク
行
ρ

品

F
Y
ヨ
ト
ト
ナ
レ
バ
、
下
層
枇
舎
ノ

者

モ

進

y
Jプ
枕
ヲ
出
サ
ヲ
ト
イ
フ
コ
ト
ト
ナ
リ
、
随
-Y
然
-
フ
サ
Y
場
合
ヨ
リ
モ
一
層
低
イ
慮
」
一
最
小
治
資
ノ
高
す

ガ
定
メ
ラ

Y

Y

3
ト
ト
ナ
戸
へ
キ
デ
ア
戸
。

め

(
註
四
五
)
へ
つ
げ
る
ハ
日
グ
、
最
小
活
資
ノ
大
サ
ノ
異
ル
ノ
ハ
歴
史
的
事
情
ニ
困
ル
ト
、

H
Lえ
ふ
れ
1ρ
日
グ
、
最
小
活
費
P

憲
法
生
時
間
|
|
ノ

麗
化
ノ
舗
メ
ュ
、
一
股
ェ
遁
周
ス
A

キ
戴
チ
一
平
ス
コ
ト
ρ

由
来
ナ
イ
ト
ー
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4
貨
幣
ノ
購
貿
カ

キ
モ
ノ
デ
、

E
E
C
貨
幣
購
買
力
大
ナ
レ
バ
、
最
小
泊
資
ρ
低
ク
ナ
戸
へ
夕
、
前
者
小
ナ

V

バ

最
小
括
責
ノ
大
サ
ρ
時
間
的
-
一
モ
場
底
的
ニ
モ
一
貨
輸
出
購
買
力
ノ
大
サ
ニ
ヨ
リ
異
戸
へ

後
者
高
カ
戸
ヘ
キ

毛
〆
」
ア
ア

y
。
園
-
一
ヨ

7

7

t
前
者
ノ
相
違
ア

Y
J
F
グ
後
者
ニ
相
違

7
生
ズ
戸
傾
が
ア
?
、
其
ハ
著
シ
ク
ナ
イ

ニ
セ
ヨ
、
貨
幣
勝
買
力
ノ
時
間
的
ニ
愛
選
見

Y

ニ
件
て
持
-
一
共
ノ
段
々
ト
小
サ
ク
ナ

Y
4
一
件
ア
ア
、
長
小
活
寅

ノ
高
サ
モ
嬰
克
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
旦
ツ
漸
次
一
品
j
-
フ
戸
戸
ヨ
ト
卜
ナ
戸
ヘ
キ
コ
ト
ハ
明
カ
デ
ア

y
o

(
註
四
穴
)
L
平
ん
つ
ρ
日
グ
、
合
理
的
ニ
凪
形
セ
ヲ
レ
タ
ル
租
税
免
除
ノ
生
活
最
小
挫
ハ
特
-
-
貸
常
値
低
ノ
柑
迅
チ
考
摂
ス
ル
コ
斗
チ
要
y

ル
1
ぷ

め
い
ふ
め
l
p
日
グ
、
最
必
要
ナ
ル
生
活
維
持
ニ
属
メ
ル
屯
ノ
ρ
ー
ー
ー
生
活
上
最
掛
要
ナ
ル
品
物
ノ
傾
枯
ニ
ヨ
ア
テ
異
ル
ト
ー

此
ρ
本
来
、
大
鞭
-
二
宮
ノ
程
度
ニ
係
戸
モ
ノ
デ
ア
戸
ガ
、
此
ト
必
ズ
シ
モ
一
致
シ
ナ
イ
。

5
生
計
程
度

他
方
人
民
ノ
精
神
的
援
化
-
一
壬
係
戸
カ
一
プ
デ
ア
七
兎
ユ
角
生
計
程
度
/
一
一
局
イ
庭
一

7
1
最
小
活
資
ガ
高

F
、

前

者
低
キ
庭
テ
ハ
後
君
主
亦
低
キ
傾
ガ
ア
少
、
前
者
。
カ
愛
遷
ス
レ
バ
、
後
者
毛
亦
嬰
更
サ
V

ナ
ケ

ν
バ
ナ
ラ
ナ
ク
ナ

ν
。
(
路
側
U
G〕

ノ

(
註
四
七
)
ぷ
め
い
ふ
わ
1
日
グ
、
最
必
要
ヲ
ル
生
活
維
持
一
一
鴎
ス
ル
宅
ノ
ρ
l
l
i
人
Y
人
間
的
生
清
方
法
ト
V
テ
必
要
也
ト
考
プ
ル
モ
ノ
ニ
ヨ
Y

テ

異
ル
。
邸
チ
究
明
ノ
進
歩
ト
共
-
一
、
生
活
一
一
必
要
也
ト
考
A

ラ
ル
ル
毛
ノ
ノ
額
Y
滑
加
ス
ル
卜

1

め
い
ぜ
ん
は
あ
さ
ハ
最
小
活
資
チ
以
テ
其
時

初

代
ノ
寛
明
的
地
位
一
従
テ
、
生
活
ノ
燭
メ
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必
要
ト
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
ヨ
ル
ト
満

v
、
1
L
'
L
L
れ
I
P
最
小
活
資
ρ
|
|
生
活
標
準
|
|
ノ
箆

化
ノ
矯
メ
モ
一
般
ニ
埴
周
ス
〈
キ
歎
チ
一
軍
ス
コ
r
p

内
出
来
ナ
イ
ト
イ
フ
υ
ロ

6
他
ノ
税
特
-
一
間
接
枕
事
情

論

説

郎
チ
間
接
消
費
税
ノ
如
キ
モ
ノ
ガ
既
二
世
ク
且
ッ
高
ク
、
生
活
必
要
品
ノ

最
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活
責
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チ
論
メ
(
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言官

最
小
野
武
ノ
免
税
チ
諭
メ
(
二
、
先

第
三
省

(
第
六
時
肺
入
一
八

入

設

如
キ
ユ
ヱ
旦
ク
課
税
セ
-
フ

v
-
7
、
下
層
融
合
ノ
負
携
ガ
重
f
場
合
同
一
二
其
反
封
ノ
場
合
-
一
比

v-一7
最
小
活
資
自

一
フ
高
カ
ラ
ザ

Y

ヲ
得
ナ
イ
。
註
四
X
V

(
註
四
八
}
L土
ふ
れ
Iρ
日
グ
、
最
小
活
費
ハ
l
l
間
接
就
航
諜
ノ
麗
化
ノ
満
メ
エ
一
般
品
目
問
周
ス
人
キ
数
チ
示
メ
ス
ヨ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ト
。
出

B
圏
内
ノ
各
筒
人
ニ
闘
λ

Y

毛
ノ

-
一
肱
舎
的
地
位
ヲ
制
問
的

γ
ア
最
小
活
資
7
上
沈
-
↑
高
ク
ジ
、
下
層
二
地
ク

Z

Y

コ
ト
ハ
こ
ん

S
l
r
ノ

勤
ム
U
F

腕
デ
ρ

ア
Y
が
、
在
日
〕
共
質
例
』
ナ
イ
。

d
A
斯
カ
ヰ
樹
酌
ヲ
セ
ヌ
方
が
一
艮
イ
。
え
ヲ
刑
問
酌

V
-
7
1
最
小

活
質
ニ
ヨ
リ
ノ
下
層
政
命
ヲ
救
ρ

ン
ト
ジ
テ
¥
却
ツ
ア
上
疏
枇
舎
ア
有
利
ト
ジ
、
目
的
ト
ス
と
防
ト
反
鵠
ノ
結
果
-
-

陥
Y
カ
ラ
ヂ
ア
セ
ハ
詰
E
O
〕併
V
比
枇
舎
上
ノ
地
位
ヲ
隣
酌
シ
ア
共
低
キ
モ
ノ
一
一
最
小
泊
費
ヲ
大
キ
ク
定
メ
、
地
位

高
キ
者
ニ
小
サ
グ
定
J

Y

ロ
ト

ρ

西
班
牙
る
く
や
ん
ぶ
る
ヤ
ユ
其
例
ノ
ア
戸
臨
m-7
ア
U
F

ガ
、
此
方
川
右
イ
フ
如
キ

ノ
弊
ハ
ナ
イ
一
一
一
セ
ヨ
、
地
位
.
:
、
一
一
品
ク
ア
収
入
ノ
小
ナ
戸
者
タ
虐
待
ぺ
地
位
低
ク
ア
股
入
/
大
ナ
戸
モ
ノ
ヲ
宥
忠

z
y
コ
ト
ト
ナ
Y

ノ
不
鈎
ム
ロ
不
都
合
ヲ
菟
レ
ナ
イ
。

デ
最
小
治
資
ヲ
定
ム

Y

一
二
粧
品
四
的
地
位
ア
掛
酌
V

一
プ
匝
別

ヲ
セ
ヌ
ガ
一
良
イ
。

ソ
ジ
ア
其
園
ノ
一
宇
凡
勢
働
者
ノ
賃
金
ア
標
準
ト

vrァ
定
メ
戸
カ
、

2-注
目

v
或
ρ

共
園
ニ
於
ケ
戸
支

化
標
準
ニ
従
ヒ
人
生
ニ
最
必
要
ナ
戸
最
小
生
活
品
ノ
債
格
ヲ
計
算
ジ
ア
定
J

Y

カ
ノ
外
ρ

ナ
ィ
。
《
霊

--v何
ν
品

vv

-Y
毛
予
等
メ
如
ク
最
小
活
資
菟
枕
7
原
則
上
探
ラ
ザ
戸
者
カ
ク
イ
へ
バ
、
仮
9
-一
之
7
探

y
ト

V

7
モ
、
出
来
Y

F
ク
右
ノ
楳
準
-
一
従
ヒ
巌
絡
戸
一
定
ム
戸
ゴ
ト
ヲ
奨
メ

F
。
質
際
一
一
川
間
h
可
ナ
リ
窓
意
-
一
定
メ
フ
戸
y

J

N

、
其
ρ
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敵
ジ
ア
採
ラ
1
0
h駐
軍
E
-
u

(
量
四
九
)
こ
ん
ら
l
r
ρ
日
グ
、
最
小
括
責
ハ
枇
曾
及
麟
業
主
ノ
地
位
{
教
師
ト
手
工
襲
者
ト
)
ニ
ヨ
グ
テ
異
ル
へ

V

ト国

(
陸
軍

O
)
め
い
ぜ
ん
は
る
主
ハ
日
"
て
必
要
ナ
ル
生
活
費
ノ
勤
続
-
一
於
テ
、
祉
曾
階
級
I
J
l
ノ
異
ル
ニ
ョ
，
テ
異
リ
タ
ル
標
準
チ
定
ム
A

キ
毛
ノ
デ

ハ
ナ
イ
。
何
ト
ナ

ν
ハ
偲
帝
斯
ノ
如
キ
差
異
ず
疑
宅
ナ
グ
事
賞
存
在

γ
、
道
義
上
-
一
三
止
首
デ
ア
ル
一
一
セ
ョ
、
他
方
-
一
巌
格
1

ル
益
正
チ
破
壊
V

テ
、
下
級
者
ノ
勉
強
及
財
雪
上
級
者
ノ
利
佳
ノ
号
、
不
釣
合
ナ
ル
方
法
一
一
テ
要
求

Z
7ト
ナ
ル
カ
ラ
デ
ア
ル
ト
白
川
よ
め
い
ふ
わ
1

戸
日
グ
、
階
級
一
一
相
官
V

タ
ル
生
活
ノ
匝
刷
工
自
然
-
一
基
タ
宅
ノ
デ
円
ナ
グ
テ
、
人
間
自
身
ヨ
リ
作
ヲ
レ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル

h
t
M
匿
名
引
退
政
治

略

家
宅
亦
臼
グ
、
島
小
活
資
ρ
祉
曾
よ
ノ
地
位
叉
ハ
他
ノ
事
情
ず
或
人
ニ
奥
フ
ル
多
挺
ユ
ヨ
ツ
テ
高
メ
ヲ
レ
テ
ρ
ナ
ラ
ヌ
ト
1
0

(
註
五
一

)
b
い
ぜ
ん
は
み
Z
ハ
日
グ
、
到
ル
盛
一
一
行
ハ
ル
へ
キ
同
大
サ
ノ
展
小
活
費
ρ
平
凡
ナ
ル
労
銀
ノ
率
一
「
徒
一
ア
定
メ
ル
ノ
チ
最
埴
宙
ト
F

ル
ト
ー

ぶ
り
ゅ
1
に
ん
ヤ
ハ
此
努
銀
ノ
高
サ
ト
労
働
者
ノ
生
活
維
持
ノ
費
用
ト
ノ
間
三
密
ナ
ル
閥
係
ア
リ
ト
満

V
J
此
労
銀
ノ
標
準
カ
ラ
、
此
ず
漸
女

物
領
、
生
割
程
度
ノ
局
準
等
ノ
鴻
メ
上
準

v
a
ル
コ
ト
チ
拳
酌
V

テ
、
一
入
プ
一
年
ニ
於
ク
ル
九
O
O
昂
克
ノ
所
得
ρ

一
九
O
六
年
-
一
円
一
二
O

O
馬
克
一
一
相
首
ス
ト
イ
プ
テ
居
ル
。
街
註
uv

テ
日
グ
、
今
日
ρ

九
O
Q局
克
以
下
ノ
所
得
円
、
修
業

vhタ
ル
叉
ρ

熟
練
ナ
ル
持
働
者
ニ
ハ
殆
ン
ド

ナ
イ
o
良
業
持
働
者
ニ
テ
宅
今
日
ノ
日
給
戸
一
-
一
馬
克
デ
ア
ル
ト
、
団

(
陸
軍
ニ
)
へ
ゐ

L
さ
ハ
臼
グ
、
今
日
ノ
事
情
ノ
列
断
ノ
篇
メ
一
一
亡
人
Y
最
重
要
ナ
ル
需
要
品
ノ
必
要
フ
ル
最
小
量
ノ
領
特
チ
確
知
F

ル
コ
ト
Y
出

的

夜
レ
パ
、
品
(
鰻
品
市
全
グ
害
ナ
キ
宅
ノ
テ
ケ
ナ
イ
一
一
セ
ヨ
)
支
持
貼
チ
得
ル
ヨ
ト
ず
出
来
ル
ト
、
ー

(註

=-E)
』
い
!
?
ち
ん
ぐ
ハ
臼
グ
、
此
臨
界
ρ

財
政
上
ノ
観
犠
鈷
ノ
強
制
テ
別
ト
U
V

テ
宅
、
常
一
一
階
ダ
締
官
照
的
ノ
考
及
慣
例
ユ
ヨ

q
井
一
-
便
宜
及
益

正
ノ
一
般
ノ
考
察
一
一
ヨ
リ
、
随
テ
可
ナ
リ
窓
意
的
ノ
方
法
品
テ
定
メ
ヲ
ル
ル
ト
ロ

2
所

得

ノ

種

類

卸

チ

勢

働

所

得

ノ

最

小

活

資

ヲ

資

産

所

得

ノ

其

ヨ

リ

三

一

両

ク

定

ム

戸

ノ

J
7
7
y
o
雇
盛
岡
》

賓

際

勤

労

所

得

者

ハ

財

産

所

得

者

ヨ

リ

屯

一

層

ノ

努

力

ヲ

要

A

Y
ダ

ケ

一

層

多

ク

ノ

生

活

資

料

7
要

見

戸

ヨ

ト

ト

ナ
戸
ヘ
キ
デ
、
自
然
的
-
一
イ
フ
テ
皆
然
J
7
?
y
o
尤

宅

資

産

所

得

エ

ア

モ

a
第
働
不
能
ナ
戸
若
弱
者
、

b
寡
婦
、

錦
三
春
(
第
六
掛
八
一
九
)

告喬

読

最
小
活
資
ノ
菟
税
ヲ
論
メ
(
二
、
完
)

!L 
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(
第
六
搬
入
三

O
)

未
成
年
ノ
孤
児
、
獄
身
ノ
女
(
附
附
一
川
崎
一
日

413
ノ
如
キ
山
例
外
ト
月
ゴ
ノ
穏
首
ト
シ
ヤ
ワ
ロ
叉
労
働
所
得
d

で
プ
モ

自面

説

最
小
活
資
ノ
免
税
チ
論
天
士
一
、
完
}

第
三
巻

回
O 

他
ユ
別
一
資
産
所
得
ア
リ
ヤ
否
ヤ
ア
参
酌

v-7
、
之
ヲ
併
セ
有
ツ
者
ρ

最
小
結
資
ヲ
低
ク

γ
、
併
セ
有
タ
ザ
戸
者

ρ

高
ク
之
ヲ
定
メ
戸
コ
ト
布
蘭
ノ
如
ク
月
戸
モ
亦
遁
醤
J
7
ア
フ
ウ
。
或
ρ

後
ニ
イ
7

住
蕗
ニ
百
戸
一
極
別
7
採
Y

ト

只

v

j

、
恩
給
、
年
金
受
領
者
ノ
如
キ
ユ
ハ
此
匝
別
ヲ
認
メ
ず
戸
ヨ
ト
ト
ス
戸
ヲ
必
要
ト
ジ
ヤ
ヮ
。
【
童
書
此
種
ノ

所
得
者
ρ

必
ス
ジ
毛
一
定
ノ
慮
ニ
定
住
λ
y
要
ナ
ク
、
住
慮
ニ
ヨ

7
7
租
枕
ノ
匝
別
ア

Y

ニ
於
-
7
1
軽
税
ノ
慮

ヲ
求
J
F
7
移
リ
行
ク
傾
ガ
7

Y
カ
ラ
デ
7

y
。

(
註
五
回
)
例
之
瑞
西
-
一
テ
ハ

L
弔

1
中
は
、
つ
ぜ
ん
ニ
ハ
穂
資
本
所
得
一
一
円
一
大

O
法
、
勢
働
記
問
符
ニ

ρ
回
O
O法
チ
免
税
貼
ト
メ
ル
。
ー
叉
此
持
働

所
得
-
一
於
ク
ル
特
典
ハ
闘
有
ノ
労
働
所
鴻
ノ
ミ
一
一
限
ヲ
ナ
イ
デ
(
勤
努
的
分
子
ア
ル
以
ム
ニ
小
所
得
-
般
一
一
、
即
チ
小
商
工
業
者
、
下
扱
役
人
、

従
僕
等
ニ
モ
及
ホ
ス
ノ

Y
壁
沿
デ
ア
L
N
E
C

(
註
五
五
)
悌
圏
ノ
所
得
舵
案
ノ
中
一
一
戸
、
恩
給
者
年
金
受
領
者
ハ
常
-
一
一
一
一
五
O
法
チ
最
小
活
費
ト

V
テ
、
性
廃
チ
聞
ハ
メ

t
ア
ヅ
タ
0

1

3
結
婚
者
ト
否
及
家
族
ノ
数
台
一
ヨ
リ
ア
最
小
活
費
ノ
大
ナ
ニ
差
等
ノ
附
セ
一
フ
戸
ペ
キ
コ
ト
ρ

最
自
然
的

ゲ
ア
リ
且
ク
賀
行
モ
容
易
デ
ア
y
。
人
口
政
策
カ
ラ
イ
フ
ア
之
兜
ム
へ
キ
モ
ノ
デ
7

Y
〔
聖
さ
他
/
諸
多
ノ
標
準
ρ

採一
Y
T
-
V
7
1
此

v
r
ケ
ナ
?
ト
モ
是
非
ト
モ
採
Y

へ
-
キ
白
モ
ノ
デ

7
F
。

(
註
五
六
)
事
説
チ
患
が
'ν

ハ
、
ぷ
け
ゆ

1
日
ん

r
ハ
日
グ
、
家
族
ノ
有
無
一
一
ヨ
リ
テ
之
チ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
ρ
希
望
ス
九
キ
ヨ
卜
-
一

V
テ
叉
技
術
上
ニ

市

7

モ
皐
易
一
一
賀
行
ス
へ
キ
コ
ト
デ
ア
ル

1
0

こ
ん
ら

l
ご
屯
亦
日
グ
、
最
小
活
資
ハ
家
族
ノ
数
一
一
ヨ
ツ
テ
異
ル
?
キ
モ
ノ
ヂ
ア
ル
ト
0
1

ぷ
め
い
ゐ

お

わ
l
ρ
日
グ
、
家
族
ノ
毅
ニ
ヨ
ヅ
テ
定
ム
ル
コ
ト
T
必
要
ナ
ア
ル
ト
1
0

し
わ
ん
つ
ハ
回
グ
、
最
小
活
資
が
一
般
一
一
認
メ
ラ
ル

ν
パ
、
之
チ
各
箇

句

人
-
一
ノ
ミ
止
メ
犬
、
実
家
族
ノ
大
サ
一
一
臆
タ
テ
鋪
λ

へ
キ
コ
ト
ハ
疑
チ
容

ν
ナ
イ
ト
1
0

匿
名
引
退
政
治
家
ρ
日
グ
、
縄
劃
一
一
必
要
ナ
ル
所
得
ノ
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ω
 

縞
ハ

l
l所
得
一
一
ヨ
リ
養
ハ
ル
~
キ
人
監
】
一
司
V
異
ル
ト
1
0

質
例
チ
血
申
F
ν

パ
、
瑞
西
ノ
諸
多
ノ
州
一
一
テ
昌
也
車
族
ノ
殻
-
-
-
'
テ
最
小
括
責
ユ
ア
異
-
一

V
テ
居
ル

ur
其
他
註
一
一
一
種
ク
タ
hw
カ
如
グ
、

面

テ
ハ
結
婚
者
チ
酎
酌
uv
、
諾
威
一
一
テ
ハ
小
供
叉
某
他
ノ
系
易
者
(
妻
チ
除
グ
)
チ
、
丁
抹
-
一
テ
ハ
小
供
チ
掛
酌
て
悌
岡
一
一
テ
ρ
結
婚
者
且
系
泉
者

チ
刑
酎
酌
ス

ρ
。

4
重

大

ナ

Y
疾
病
ノ
有
無

(
 

-
一
酬
酌
セ

-
7
Y

ヘ
キ
毛
ノ
デ
ア

y
。
《

E
5

(
註
五
七
}
匿
名
川
引
退
政
治
家
ハ
日
グ
、
組
艶
ニ
必
要
ナ
ル
所
得
ノ
舗
ユ
ハ
混
入
、
不
治
病
人
チ
有
?
、
長
期
病
人
チ
有
ツ
場
合
チ
考
慮
V
ナムツ

ν
パ

ナ
ヲ
ヌ
ト
。
1

毛
亦
面
倒
J
7
ρ

ア
ペ
カ
家
族
ノ
数
ト
相
待
ッ
ァ
、
理
論
上
最
小
活
資
決
定
上

弱
ノ

匝
JjIJ (5) 
ノ若
草:n ~1 
キ強
ノ、 悪事
故
術
上
モ

亦
困
難
ア

ア
ノν

ニ
ヨ
リ
匝
別
Z

Y

ヨ
ト

ρ
n
E
E品
開

p
三
繁
雑
三
旦
戸
カ
ラ
、
共
-
一
川
及
バ
ナ
ィ
。
特
-
一
強

• 

(
註
亙
八
)
ぼ
ろ

P
ぎ
内
最
小
活
資
円
老
幼
強
弱
-
一
ヨ
可
異
ル
ト
イ
フ

u
、

6
佳

慮

卸

チ

住

慮

地

ノ

大

市

ト

小

市

卜

田

舎

ト

ニ

ヨ

F
-一
ア
人
ノ
生
活
費
-
一
大
小
ァ
生
ズ
戸
コ
ト
デ
ア
U
F

カ
ラ
、
之
-
一
ヨ
リ
大
穂
ノ
差
等
ヲ
附

v
-
7
最

小

活

資

7
定

メ

戸

ヨ

ト

ガ

出

家

叉

之

ヲ

至

賞

ト

ス

y
o
言
五
九
レ
尤
屯
之

ガ
反
拙
割
論
モ
ア

Y
ガ
宣
言
〕
採

y
v一
足
ラ
ヌ
。

(
註
五
九
)
、
、
ん
ら
l
f
日
グ
、
最
小
活
資
ρ
住
慮
(
大
浦
、
小
市
、
田
舎
)
一
一

tノ
テ
異
ル
へ
キ
宅
ノ
デ
ア
ル
地
。
匿
名
引
退
政
治
家
屯
亦
タ
紹
封
】
一
品

何

‘

，

、

.

、

、

‘

.

要
ナ
ル
所
得
り
額
ρ
住
民
一
一
ヨ
ヅ
テ
異
ル
ト
イ
ア
ー
。

t
あ
ん
つ
ハ
貨
幣
ノ
購
買
力
Y
盛
エ
ヨ
ツ
テ
異
ル
ト
イ
ヒ
、
之
チ
掛
酌
ス
ル
例
ト
V
テ
丁

抹
チ
事
F
ル
伊
豆
ラ
三
ば
ゐ
ヤ
ミ
ハ
都
市
ト
間
合
ト
ノ
外
、
無
侯
温
和
ナ
ル
地
方
ト
股
悪
ナ
ル
地
方
、
海
岸
地
方
山
地
方
ト
ニ
テ
モ
異
ル
ト
イ

Z肖

最
小
活
資
〆
免
税
チ
論
ズ
(
二
、
完
}

困

設

第
三
遊

{
第
六
甥
入
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最
小
活
資
ノ
免
税
ヲ
論
犬
(
二
、
完

策

巻

(
館
大
披
八

四

論

説

フ
ず
】
、
某
等
チ
軒
酌
Z

ル
コ

t
ハ
到
底
煩
-
一
躍
エ
ナ
イ
。

何
ホ
寅
例
ト
V
テ
ハ
右
詑
丁
抹
ノ
件
、
悌
闘
所
得
税
案
ノ
中
ニ
ハ
住
盛
ノ
、
住
民
厳
-
一
ヨ
リ
五
額
一
一
分
チ
、
三
0
0
0
人
以
下
ノ
慮
ノ
一
ニ
玉
C

法
ユ
初
マ
リ
、
匹
旦
ノ
二
五
O
C
、
法
一
一
至
ル
ヨ
ト
ト
V
タ
ノ
ず
ア
ル
0
1

伺

(
註
六
O
)
ぶ
り
ゅ
l
ド
い
ん
ぐ
ρ
此
Y
E
首
カ
ハ
疑
問
デ
ア
ル
。
住
民
数
ハ
物
慣
事
情
ノ
標
準
ト
ア
ヲ
ヌ
カ
ヲ
ト
イ
フ
ェ
ク

ν
ト
宅
、
業
ハ
首
チ
得
ヌ
。

精
密
T
ナ
イ
一
一
セ
ヨ
、
大
健
ノ
差
等
ハ
ア
ル
c
之
チ
割
酌
λ

ル
コ
ト
至
首
デ
ア
ル
。
ぷ
り
ゅ
1
ι
ん
七
三
此
此
Y
納
税
義
務
者
ノ
住
慮
務
博
一
勧

ム
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ト
イ
フ
テ
非
難
ス
ル
Y
路
、
斯
カ
ル
ヨ
ト
m
佳
麗
テ
酌
掛
V
ナ
イ
場
合
一
一
毛
皮
謝
ノ
方
陶
↑
一
ア
リ
得
ル
コ
ト
デ
ア
ル
。
等
差
ノ

附
V
方
が
描
常
ナ
ル
チ
得
テ
、
英
懸
隔
ず
甚
V

グ
大
デ
ナ
L
q
ν

パ
、
大
V

テ
右
ノ
品
開
チ
生
メ
ル
ヨ
ト
ρ

ア
ル
マ
イ
。

ろ
-
一
両
低
-
一
一
割
A

Y

態

度

以

上

ノ

標

準

ニ

ヨ

7
7
最
小
活
資
ノ
一
一
品
す
が
定
マ

F

ト
シ
ア
、
色
々
ノ
標
準

J

一
ヨ
リ

• 

割
酌
ハ
月
戸
ガ
、
基
礎
ト
ナ
戸
モ
ノ
A

平
凡
傍
働
者
ノ
賃
金
力
、
首
府
ノ
文
化
標
準
品
川
健

7
7
最
小
必
要
口
町
タ

F

毛
ノ
ノ
償
格
カ
デ
ア

7
7
、
予
ハ
之
ヲ
出
来

y
dタ
ケ
殿

E
Z
ム
V
ロ
低
キ
ニ
定
ム
山
戸
ヨ
ト
ア
遁
嘗
ト
信
ズ

y
c

組

税
義
務
一
般
ノ
原
則
ヲ
尊
重
ジ
及
ヒ
人
民
-
一
直
接
納
税
ニ
ヨ
ア
ア
園
民
的
自
覚

7
確
寅
ユ
シ
ヤ
ウ
ト
イ
ア
ノ
趣
意

日
一
山
田
グ
戸
。
併
ジ
畢
者
ハ
往
々
-
一
シ
一
7
予
ト
反
艶
ノ
態
度
-
一
山
山
グ

y
。
例
之
ぶ
り
ゅ
ー
に
ん
ヤ
ρ

融
合
政
策
上
出

来
戸
ダ
ケ
、
主
ハ
ノ
高
ク
定
メ

-
y
y
y
コ
ト
ガ
勧
ム
ヘ
キ
ダ
ア
戸
ト
シ
、

且
ッ
細
民
ノ
如
キ

ρ

直
接
税
ヲ
納
メ
ナ

イ
三
ジ
ア
モ
、
既
ニ
間
接
税
ニ
ヨ
ツ
ア
租
税
義
務
ヲ
充

F

V
一7
居

Y

ト
イ
フ
ノ
デ
ア

y
。
品
目
ρ

叉
ふ
い
す
ち
ん
ヤ

ノ
如
キ

ρ

最
小
活
資
ヲ
低
ク
定
ム
戸
コ
下
品
ヨ
庁
園
民
的
自
畳
ノ
刺
戟
ノ
室
論
-
一
温
ギ
ザ
戸
ヨ
ト
ト
、
低
キ
最
小

活
資
デ
ハ
徴
牧
費
ノ
過
大
ナ
戸
コ
ト
ト
ヨ

p
v
-一
ア
予
等
ノ
態
度
ニ
反
調

λ
y
所
デ
ア
戸
。
長
大
】
)
ガ
既
ニ
細
民
ガ
問

接

税

7
捻
7
ア
居
タ
レ
バ
ト

F
、
直
接
枕
ヲ
納
メ
ナ
ケ

V

パ
、
租
税
ニ
依
戸
園
民
的
自
畳
f

生
。
ス
戸
モ
ノ
デ
ナ
イ
。
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此
納
税
ニ
ヨ
戸
国
民
的
自
覚
7
空
論
ト
イ

y
ノ
ρ

以
一
プ
ノ
外
ノ
コ
ト
デ
ア

y
。
徴
牧
費
J
N

多
イ
コ
ト
ハ
己
ム
ヲ
得

ナ
イ
ガ
、
其
ρ

教
育
費
ト
見
レ
パ
一
良
一
イ
。
祉
舎
政
策
々
々
ト
イ
フ
ガ
、
共
ハ
必
ス
シ
毛
此
庖
デ
行
フ
ニ
及
バ
ヌ
。

他
孟
幾
一
フ
デ
モ
行
フ
途

ρ
ア
戸
。
其
V
J
7
以
ア
行
ヘ
バ
一
良
ィ
。
租
税
-
一
於
-7
祉
舎
政
策
ヲ
行
ア
コ
ト
敢
-
プ
不
嘗
-7

同
ナ
イ
ガ
、
此
ρ

租

税

y
第

一

衣
J

事
業
J
7
A
ナ
イ
。
租
税
ニ
於
ク
戸
一
肱
倉
政
策
ノ
質
行
目
撃
ニ
日
英
ガ
租
税
ノ
主

目
的
ヲ
損
セ
ザ
戸
範
囲
ニ
止
ム
へ
キ
モ
ノ
デ
ア
戸
。
叉
同
V
ク
副
目
的
ノ
中
ニ
就
イ
ア
モ
ム

ν
ロ
他
ノ
毛
ノ
ニ
譲

Y

7
選
ム
へ

V
ト
イ
フ
ヨ
ト
モ
ア
戸
へ
キ
モ
ノ
J
7
7
y
o

(
註
穴
一
)
A
V
す
も
ん
ぐ
戸
日

n
、
財
政
上
ノ
必
要
ヨ
司
出
来
ル
タ
ナ
低
キ
限
舟
(
最
小
活
資
ノ
)
チ
定
ム
ル
ヨ
ト
ミ
他
方
エ
於
テ
恰
宅
所
得
ノ

下
級
】
一
テ
ρ

租
粒
ノ
賦
課
徴
取
Y
非
常
ナ
ル
困
難
、
煩
雑
及
品
置
用
サ
生
メ
ル
ヨ
ト
チ
件
ρ
u
v

メ
ル
G

叉
比
限
井
チ
低
グ
ス
ル
コ
ト
ニ
向
フ
へ
キ
課

税
一
股
ノ
要
求
ユ
ハ
、
小
所
得
ノ
租
税
負
婚
ノ
不
公
E
及
嫌
悪
γ
封
立
ス
ル
Q

課
税
ニ
ヨ
ア
テ
岡
民
的
自
覚
テ
生
ス
ル
ト
イ
ア
見
解
亡
空
腹
ナ

ル
賞
際
ニ
円
値
ナ
キ
壬
ノ
テ
ア
ル
。
必
要
コ
ノ
ル
生
活
維
持
ノ
鴻
メ
ノ
日
々
ノ
心
配
て
園
民
的
義
務
ノ
理
想
的
見
解
テ
生
セ
V

メ
〆
ィ
。
課
程
ρ

下

額
所
得
-
一
於
テ
最
大
ナ
ル
抵
虻
ニ
祖
フ
モ
/
デ
ア
ル
。
納
耽
ず
一
ノ
名
著
也
ト
イ
フ
翻
念
ハ
到
ル
蕗
ニ
非
常
ヨ
ル
例
升
デ
ア
ル
ト
ー

二
地
方
税
品
於
グ
戸
最
小
活
資
ノ
高
ナ

税
ノ
ヨ
リ
モ
一
層
低
ク
定
ム

F

ノ
ガ
多
イ

0
2ハ
-
一
)
某
動
機

ρ
1
財
政
牧
入
上
、
地
方
図
膿
-
一
於

7
彼
ト
同
一
品

γ

一7
居
-
7
ρ

牧
入
す
充
タ
ス
ヨ
ト
不
満
足
ト
ナ

F

7

免
V
ザ
戸
ノ
ト
在
古
デ
租
税
膿
系
上
、
地
方
ニ
ハ
消
費
税
J

下

層
民
ヲ
抑
田
昌
ス
庁
毛
ノ
殆

γ
ド
之
ナ
ク
、
臨
岨

7
彼
等
ニ
直
接
課
税

7
錦
ス
コ

F

ガ
出
来
叉
翁
見
ヨ
ト
ヲ
至
賞
ト
ス

ヲ
園
枕
ノ
其
ト
同
一

ニ
ス
戸
例
モ
ア

Y
ガ
〔
詑
六
二
〕
、
之
ァ
別
ト

V
而
モ
園

y
ト
ニ
在
U
F
O

E品

説

回

最
小
活
資
ノ
免
税
チ
論
メ
士
一
、
完

(
第
六
披
入

第

ie 
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論

最
小
活
費
ノ
園
地
税
チ
論
メ
(
二
、
完
)

(
第
六
競
入
二
回
)

設

第

者

四
回

出

{註

π=}例
之
ば
い
え
ろ
ん
デ
ハ
法
律
よ
、
最
小
活
費
一
一
w
ノ
キ
テ
士
山
地
方
ハ
圃
家
ノ
ユ
徒
フ
コ
ト
ニ
ナ
y
テ
居
加
。

1

日

(
健
穴
=
-
)
へ
つ
げ
る
ρ

日
nt
地
方
税
-
一
ノ
最
小
訴
資
免
税
ρ
唯
ダ
制
限
セ

7
ν

タ
ル
度
戸
テ
ノ
ミ
行
ハ
ル
ル
ト
1
0

普
魯
西
-
一
チ
モ
貰
際
、
地
方

出

所
得
枕
-
一
ア
ツ
テ
ハ
、
園
稔
ノ
菟
税
貼
以
下
ノ
瓦
-
一
小
ナ
ル
見
続
貼
チ
有
ツ
ず
多
イ
e
ュ

(
註
穴
四
)
よ
り
ゅ
l
ι
ん

rρ
日
グ
、
地
方
固
鎧
戸
多
グ
ハ
小
所
得
ノ
謀
説
チ
断
念
ス
ル
チ
得
ル
ノ
地
位
-
一
居
可
ヌ
。
一
九
U
玉
年
末
ユ
よ
れ
す
ら

“
 

う
市
ず
大
ム
ハ
O
馬
克
以
下
ノ
所
得
ノ
免
税
チ
決
定
γ
タ
力
、
之
ニ
ヨ
ツ
テ
五
高
品
克
ノ
献
仙
チ
生
ク
タ
ト
、
ー

第
三
章

最
小
活
資
菟
枕
割
問
ノ
方
法

腕
品
最
小
活
資
ノ
一
一
両
す
ガ
定
マ
リ
、
之
カ
苑
税
ァ
適
用
ス
ヘ
キ
枕
種
が
定
マ
フ
タ
ト
只
V

バ
、
更
ニ
之
7
掛
酌

此
ニ
大
要
四
ノ
方
法
カ
ア

y
o
其
ノ
最
簡
単
デ
叉
最
普

又
ニ
遁
用
ス

Y

ノ
方
法
ヲ
節
究
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。

通
-
-
行
ρ
b
F
Y
ノ
ハ
ト
最
小
活
費
タ

Y

一
兆
額
以
下
ノ
所
得
ハ
之
ヲ
克
税
ス
戸
川
刀
、
所
得
ガ
此
以
上
ノ
額
ナ
戸
ト

間
)

寺
山
英
会
所
得
-
一
一
課
税
A

Y

毛
ノ
デ
ア
戸
。
二
然

y
d一
凡
で
7
ノ
所
得
、
随
ア
中
大
所
得
カ
ラ
ジ
ア
モ
最
小
活
資

ダ
ケ
ヲ
控
除
シ
ア
其
残
額
-
一
課
枕
ス
戸
モ
ノ
ガ
ア

Y
。
此
ざ
三
プ
瑞
西
ノ
州
側
之
あ

1
る
が
号
、
ち
ゅ

i
り
つ

m
 

の
い
し
ゃ
て
る
、
ゎ
ー
さ
等
-
一
行
ハ
戸

y
a力
、
其
趣
旨
二
歳

ひ

つ
l
ふ
、
号
l
り、

ぞ
ろ
っ
る
ん
、

べ
る
ん
、

小
活
費
ノ
特
典
ヲ
以
ア
各
人
ノ
平
等
ニ
享
受
λ

~

キ
モ
ノ
ト
矯
ス
ニ
ア
U
F
O

【
位
大
草
山
併
ジ
富
者
ρ

暗
叩
ニ
其
所
得
中
ヨ

9
最
小
活
資
-
一
闘
係
ナ
ク
納
税
シ
得
Y
地
位
-
一
在
Y

カ
ア
ジ
ア
、
斯
カ

Y
例
外
的
特
典
ヲ
彼
等
-
一
奥

y
F
ニ
円
及

バ
ナ
ィ
。

E
六
C

更
-
一
一
久
三
最
小
活
資
ヨ

9
モ
精
大
ナ
Y

一
定
額
以
下
所
得
ニ
ノ
ミ
最
小
活
費
ノ
菟
枕
ヲ
行
フ
ガ

f
・

、

瑚

7

F
。
瑞
西
/
或
州
-
一
行

ρ
v
、
吉
号
す
を
す
注
れ
り
あ
三
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直
グ
上
ニ
在
山
戸
小
所
得
者
J
P

、
廿
丹
下
-
一
在
ル
者
ニ

umv-プ
過
大
ナ

Y
負

携

ヲ

課

セ

フ

F

W

F

コ
ト
ト
ナ
戸
ノ
ア
緩
メ

y
y紋
ガ

ア

戸

。

四

終

η二
一
斉

γ
ク

最

小

活

資

ヨ

リ

毛

布

大

ナ

Y

一

定

額

以

下

ノ

所

得

ニ

ツ

キ

数

段

階

7
設

ケ

一

定

ノ

割

合

E
2〕
ニ
ア
叉
山
一
定
金
額
ツ
ツ
(
最
小
活
賀
叉
ρ

之
ヨ

9
モ
小
ナ

Y
)
ヲ

控

除

月

y
ヨ

ト

ニ

依

y

7" 、戸
ノ
ガ
ア

y
o
正

大

巴

此

モ

第

三

法

ト

同

一

精

神

カ

フ

出

来

、

而

モ

一

層

精

巧

ナ

y
aタ
ケ

緩

和

ノ

カ

ρ
大

イ

ガ

、

英

一
定
金
額
ナ

P
割

合

ナ

F
ノ
定
メ
方
-
一
ヨ
ア
ア

ρ

比

較

的

大

ナ

片

モ

ノ

ニ

寛

大

ト

ナ

9
温

グ

庁

恐

ガ

ア

y
o
【匙ムハ岳

(
註
六
五
)
あ
ん
さ
い
P

説
明
V
テ
日
グ
、
最
小
活
費
ノ
観
念
ハ
本
来
各
人
Y
某
所
得
ノ
高
サ
Y
如
何
チ
問
ハ
メ
、
英
生
活
ニ
絶
羽
-
一
必
要
ナ
ル
モ
ノ

チ
、
其
所
得
又
ハ
牧
盆
ヨ
リ
旗
メ
引
去
ア
テ
、
英
議
ヨ
ヲ
初
メ
テ
稜
チ
掛
プ
コ
?
チ
要
求
サ
ル
へ
キ
毛
ノ
デ
ア
ル
カ
ヲ
ト
、

2
0

し
ゆ
み
っ
さ
毛

亦
夕
日
グ
、
最
小
活
資
ハ
凡
へ
テ
ノ
他
ノ
者
邸
ヲ
高
キ
所
得
チ
有
ヅ
者
ニ
テ
問
、
出
H
U
V

グ
各
人
炉
同
一
ノ
権
利
チ
有
ス
ル
所
ノ
一
脚
聖
エ

V
テ
僅
ヌ

ω
 

A

カ
ヲ
サ
ル
基
金
ト
リ
V

テ
、
原
則
上
課
税
ヨ

v引
去
ル
〈
キ
主
ノ
デ
ア
ル
}
I

(
駐
穴
穴
}
之
ユ
ア
キ
夙
ユ
る
っ
て
つ
く
力
説
イ
テ
居
ル
。
日
グ
、
納
税
睡
務
者
ノ
生
活
維
持
チ
苦
ム
ル
所
ノ
宴
求
Y
非
人
道
ニ
U
V

テ
政
治
的
ニ
モ
排

斥
ス
へ
キ
豆
電
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
げ
t
v
イ
y
、
之
日
リ
uv
テ
凡
テ
ノ
随
テ
富
一
メ
ル
者
宅
亦
、
生
活
維
持
-
一
必
要
ナ
ル
額
チ
克
麗
セ
ラ
レ
サ

W
へ
カ
ラ
メ

3
 

ト
イ
フ
ヨ
ト
ρ
生
ク
ナ
イ
ト
M
m
o

ふ
た
つ
げ
モ
亦
日
グ
、
各
人
ニ
随
テ
一
最
大
所
得
ニ
モ
最
小
活
費
チ
減
却
ス
ル
司
ト
ハ
正
富
テ
ナ
イ
ト
山
崎
G

へ
つ
げ

8
 

る
毛
亦
夫
ノ
理
由
M
H

最
小
活
費
ノ
理
由
ト
V

テ
ハ
課
レ
ル
早
ノ
也
ト
縞
メ
n
l

(
註
六
七
)
例
之
ま
く
す
、
ま
い
ず
そ
ち
あ

I
れ
ん
ぷ
ら
き
じ
す
一
一
一
ワ
満
」
巴
ル
提
案
ァ
、
げ
る

ιっ
し
え
つ
あ
い
つ
ん
ぐ
ノ
働
メ
タ
ル
方
法
印
チ
普
魯

西
ニ
タ
キ
、
九
C
C
宍

0
0
0
、
馬
克
ノ
所
得
チ
瞬
易
一
一
課
暁
F

ル
コ
ト
ト

γ
、
節
一
ノ
一

0
0
0馬
克
以
内
一
一
円
四
分
一
、
第
二
ノ
一

0
0

C
馬
克
以
内
ニ
川
二
分
ノ
一
、
第
三
ノ
一

C
C
C馬
克
以
内
ユ
ハ
阿
分
三
チ
課
続
λ

ル
Y
如
キ
デ
ア
グ
テ
、
随
テ
(
九
O
O馬
克
以
下
ハ
無
視
ト

V

テ
)
一
倍
宅
九
C
O
R克
ノ
所
得
-
一
一
一
γ
ρ

某
四
分
一
、
邸
チ
ニ
二
王
昂
克
-
一
課
税

v
、
一
二

0
0馬
克
ノ
所
得
-
-
テ
ニ

E
S
X
止
+
(
阻
害
×
巴
U

ω呂
馬
克
己
課
税
ス
ル
ヨ
ト
ト
ナ
ル
酬
。

輪

最
小
括
責
ノ
見
極
チ
論
メ
(
二
、
完
}

四
五

(
館
大
統
八
二
五
}

腕

館

巷
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最

小

活

費

ゾ

免

税

チ

鵠

メ

{

二

、

完

)

(

第

大

観

入

ニ

ム

C

(
註
穴
八
}
例
之
日
本
ノ
所
得
税
法
第
四
偽
ノ
玉
、
ー
!
日
り
玉
育
園
以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
百
五
十
回
チ
月
七
百
園
以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
百
回
チ
、
円
千
回
以

下
ナ
ル
ト
キ
ハ
玉
拾
園
チ
控
除
ス
ル
カ
加
キ
ヂ
ア
ル
。

論

競

第

巻

四

(
註
穴
九
)
日
本
ノ
税
法
ノ
如
n
q
T
ア
ν
パ
上
一
一
行
グ
ホ
ド
控
除
ス
ル
モ
ノ

Y
小
グ
ナ
ル
方
ヲ
、
斯
カ
ル
め
配
ハ
ナ
イ
ず
、
ま
く
す
ま
い
案
ノ
姐
グ
テ

ア
ル
ト
、
上
一
一
行
グ
ホ
ド
控
除
サ
ル
ル
モ
ノ

γ
大
キ
グ
ナ
ル
カ
ヲ
此
心
配
Y
ア
ル
。
削
チ
右
一
モ
イ
フ
如
グ
デ
、
二
一
0
0馬
克
ノ
所
得
デ
ミ

菟
積
所
得
額
ハ

E
Z
l
E
G
H∞
印
。
ァ
ア
ル
ノ
一
一
、
倒
之
ニ
入
0
0
馬
克
ノ
所
得
デ
戸
巴
き

(
(
E
c
e
x
t
+
(
E
G
O
X
山市
)
+
3
S
Xんじ
v
u
z

芭

ず
兎
極
所
得
額
ト
ナ
ル
。
此
後
ノ
モ
ノ
デ
こ
弛
舵
組
ず
大
キ
過
グ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
附
宅
周
得
者
ノ
世
曾
上
ノ
地
位
チ
掛
酌
V

テ
最
小
活
費

ナ
定
メ
タ
ル
が
如
キ
結
果
1
ナ
ル
。
真
グ
ナ
イ
。

結

論

要
之
最
小
活
資
兎
穂
/
制
度
ρ

理
論
及
寅
際
ノ
頗
戸
一
肢
ク
承
認
旦

Y
所
デ
ア

Y
J
N
、

予
ρ

之

7
租
税
ノ
原
則
及

根
榛
ニ
稽
へ
ア
賛
成
セ

ruF腕
デ
ア
戸
。
現
在
/
租
挽
膿
系
上
、
既
-
一
間
接
消
費
枕
日
月
下
層
-
一
重
イ
カ
ラ
此
菟
枕

制
度
〆
必
要
ア
リ
ト
イ

7
ナ
ラ
バ
、
宜

V

ク
此
消
費
税
/
方
ヲ
減
魔
V
F
プ
モ
備
ホ
腕
徴
税
ノ
如
キ
ニ
於
-7
此

菟

枕

ヲ
止
メ
戸
コ
ト
'
P

ス
戸
ノ
ヲ
湿
ム
へ
ジ
ト

λ
y
o
或
片
現
在
ノ
最
小
活
資
限
界

7
認

j
之
ヲ
其
盤
戸
一
シ

-7
置
イ
ァ
、

英
以
干
ノ
ユ
ハ
極
軽
イ
税
ヲ
課

z
y
J
ト
ト
ジ
ア
モ
一
民
ィ
。
其
位
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
バ
負
暗
闇
ノ
出
家
ナ
イ
ゴ
ト
ハ
ナ
ィ
。

兎
毛
角
今
ノ
菟
枕
黙
以
下
ノ
者
共
三
種
愛
着
タ
ラ
ザ
Y

限
リ
ハ
園
家
ノ
直
接
税
ヲ
勅
メ
山
戸
コ
ト
ト
ナ
w
F

ノ
ガ
至
嘗

ト
考
へ
テ
戸

y
o
今

日

我

邦
v

一
於
-7tt
園
税
ヲ
直
接
ニ
納
j
ザ
戸
者
ノ
少
カ
ラ
ザ

Y
事
質
《
飽
き
〕
ヲ
顧
ミ
W
F

ト
キ

ρ

、

一
予
ハ
租
枕
ニ
依
戸
園
民
的
自
畳
ヲ
一
般
園
氏
ノ
間
三
普
及
月
戸
ガ
錦
う
ニ
期
カ
戸
改
革
ノ
明
要
ナ
戸
コ
ト
ヲ
信
ズ



載

賞
、
地
租
チ
納
メ
ザ
ル
戸
ノ
A
Y
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
チ
断
定
V
テ
遁
円
ナ
ィ
。
此
事
チ
裏
面
ヨ
リ
謹
明
λ

ル
ノ
ハ
自
作
、
小
作
、
自
作
袋
小
作
良
ニ
開
所

、

メ
ル
統
計
デ
、
大
正
二
年
一
一
於
ク
ル
刷
全
農
家
玉
、
四
回
三
、
七
一
九
、
申
、
純
小
作
人
即
チ
不
所
有
土
地
者
て
五
二
O
、
九
二
二
二
二
八
、
必

z
)

、

此

、

、

日

鑑
書
三

r地
温
チ
納
メ
ザ
ル
者
ア
ア
ル
O
{
尤
モ
精
密
ニ
イ
九
ペ
、
純
小
作
人
-
一
γ
テ
宅
地
位
等
チ
納
ム
ル

rア
ル
カ
予
知
レ
ナ
イ
ず
、
其
ハ
稲
ブ
ル
例
テ
年
報
十

計

年

月

、

ア
ヲ
ウ
)
邸
チ
納
税
者
ハ
七
二
戸
ト
イ
フ
コ
ト
ト
ナ
ル
。
都
市
ノ
方
ニ
タ
イ
テ
斯
カ
ル
誼
切
ナ
ル
懸
字
チ
事
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ

Y
、
試
ミ
一
一
京
都
統
計
九
書

回

統

辛

計

市
ノ
英
チ
見
ル
ト
、
英
明
治
凹
十
=
一
年
末

H
ユ
一
於
ク
ル
現
住
戸
酸
入
大
、
=
一
O
九
二
一
割
V

テ
、
私
人
及
私
法
人
宥
ニ
係
ル
宅
地
ノ
所
有
者
慰
二
子
、
十
回
本
統

一
」
一
聞
回

i
一
二
五
よ
二
四
、
t
p
)
立
デ
ア
ア
テ
、
而
モ
此
所
有
者
数
一
三
私
法
人
チ
zz
含
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
モ
此
Y
上
京
、
下
京
各
匝
役
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